
新型コロナウイルス感染症緊急対策融資

①家内労働者であることを確認できるもの（家内労働手帳など）★団体加入者は不要
②本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等）★原本の提示
③収入の証明（納税証明書など）★団体加入者で、融資額50万円以下の場合は不要
④資金使途の証明（見積書など）★融資額50万円以下の場合は不要
⑤官公署等が発行するり災証明書（火災、水害等災害時の生活資金の場合）
（連帯保証人による保証の場合）
⑥連帯保証人の本人確認書類と収入の証明の原本（②③に準ずる）

〇年　　利…1.8%（全額都が負担）
〇資金使途…新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金
〇融資限度額…100万円
　　　　　　※一般生活資金融資と合わせて利用する場合の融資限度額は、それぞれの融資額を合わせて100万円です
　　　　　　　（特別生活資金融資と合わせて利用する場合は130万円）。
〇返済期間と…5年以内・元利均等月賦返済
　方　　　法　（返済期間が3年を超え、かつ融資額が50万円を上回る場合、元金6か月据え置き可能）
〇保 証 料…全額都が負担

※金融機関による審査の結果、融資利用のご希望に沿えない場合もあります
ので、ご了承ください。

東京都では、専業的家内労働者の方の生活の安定を図るため、令和５年３月31日まで実質無利子の融資
を受け付けています。

局所排気装置（集じん機を含む）

全体換気装置（換気扇）

空気清浄装置（作業用）

型抜き機等の安全装置

その他の安全衛生設備

260,000 円

40,000 円

105,000 円

158,000 円

158,000 円

75%

75%

50%

75%

50%

作業環境の改善費用の一部助成作業環境の改善費用の一部助成

※助成対象となるのは、新規に設置する装置の値段と工事費の合計です。
　（部品も附帯設備として助成対象となることがありますのでご相談ください。）
※複数の設備を取り付ける場合、それぞれの設備が助成対象となります。
※局所排気装置は、作業場の広さなどに合わせてオーダーできます。

助成対象設備 助成率 １台あたり
助成限度額


